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農業委員会委員選挙人名簿への
登録申請

◦資格　平成 24 年 1 月 1 日現在
市内に住所を有し，平成 4 年 4
月 1 日以前に生まれた次のいず
れかに該当する人

① 10 アール以上の農地に耕作
の業務を営む人

②①の配偶者または同居の親族
で年間概ね 60 日以上耕作に
従事する人

◦申請書提出先
農業委員会事務局（山陽総合事
務所），農業委員会小野田分局

（市役所），埴生支所

◦提出期限　1 月 10 日㈫

◦名簿縦覧（異議申出）期間
　2 月 23 日㈭〜 3 月 8 日㈭

◦問い合せ先
　選挙管理委員会事務局

（☎ 82-1183）

冷蔵倉庫の評価基準の変更

　固定資産評価基準の改正によ
り，平成 24 年度分から下記の要
件に該当する冷蔵倉庫は，評価
替え時の評価額算出における減価
年数が短縮され評価額が変わりま
す。該当する倉庫を所有している
人は，連絡してください。

■要件
◦家屋の構造が木造以外であり，

主な用途が倉庫であること
◦倉庫自体が冷蔵機能を有してい

るもので，保管温度が常に摂氏

封筒の種類 市税納税通知書用封筒

募集スペース 封筒裏面 2 枠（縦 9㎝×横 7.5㎝）

印刷枚数 45,000 枚（黒一色刷）

広告料 1 枠　50,000 円

使用時期 平成 24 年 4 月以降随時

市では，封筒に広告を掲載していただける企業，団体を募集し
ます。広告掲載基準等の詳細については，お問い合わせください。

＜募集期限＞ 1 月 16 日㈪

市税納税通知書用封筒の広告主を募集します

問い合せ・申込先　税務課（☎ 82-1126）
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償却資産の申告について
お知らせします

　固定資産税の課税対象は，土
地や家屋のほかに償却資産（事業
用資産）があります。償却資産の
所有者は，毎年 1 月 1 日現在に
おける償却資産について，申告
が義務付けられています。

◦提出期限　1 月 31 日㈫

山口県特定（産業別）最低賃金

◦鉄鋼業，非鉄金属製錬・精製
業，非鉄金属・同合金圧延業，
非鉄金属素形材製造業
　最低賃金：813 円（1 時間）

◦電子部品・デバイス・電子回路，
電気機械器具，情報通信機械
器具製造業
　最低賃金：742 円（1 時間）

◦輸送用機械器具製造業
　最低賃金：788 円（1 時間）

※効力発生日は12月15日です。
◦問い合せ先

山口労働局賃金室
（☎ 083-995-0372）

◦申告の方法
提出先に備え付けの申告書に
記入し提出（郵送も可）

※過去に申告をし，固定資産課税
台帳に登録されている人には，
12月中に申告書を郵送します。

◦問い合せ・提出先
税務課（☎ 82-1127）
山陽総合事務所市民窓口課

（☎ 71-1513）

10 度以下に保たれていること
◦ 1 棟の建物内に一般用倉庫，工

場・作業場等の冷蔵倉庫以外
で使用している部分がある場
合，冷蔵倉庫部分が総床面積の
50％以上を占めていること

◦問い合せ先
税務課（☎ 82-1127）

　市では，新たに成人される方をお祝いし応援するとともに，地域の

商業振興の促進に向けた事業として「成人おめでとうセール」を実施

します。参加協力店のサービス内容を記載した「成人おめでとうクー

ポン」を持参した新成人とその家族が，各種サービスを受けることが

できます。※対象者は協力店によって異なることがあります。

成  人
お め で と う セ ー ル

【実施期間】12 月 25 日㈰ 〜1 月 15 日㈰

問 商工労働課
（☎ 82-1150）


